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研 究  解  説

1.は じめに一プロジェク トベース EMSの 必要性

建設分野は,重 量比率でみると日本における資源利用量

の約半分を占めると推測 (文献 1)さ れ,二 酸化炭素排出

量で約三分の一を占める (文献 2)な ど,一 国または一地

域の環境負荷総量に大きな割合を占めてお り,環 境マネジ

メントの対象として極めて重要である。

環境マネジメントシステム (Environmcntal Managemcnt

Systcm;以 下 EMS)の 国際規格であるISO(JISQ)14001

は,継 続的に存在する組織 ・企業のサイ ト (例 製 造業に

おける工場など)を 適用対象としている。サイ トと関連を

持つ組織は,外 注先 。購買先として管理の対象にはなるが,

あ くまでサイ トは企業の一部を構成する部分集合として白

己完結 した存在 としてとらえられる。

企業全体でISO(JISQ)14001に 則ったEMSが 構築され

た場合は,そ の一部門であるサイ トで構築されるEMSは

これに規定される。逆にまず工場など特定のサイ トでISO

(JISQ)14001に 則つた跡パ が構築された場合は,企 業の

他部門で構築されるEMSに 影響を与える。

一方,建 設分野における生産活動のサイトの主なものは,

工事現場であり,こ れはプロジェクト組織によつて運営さ

れる。プロジェクト組織は,特 定目的実現のために,複 数

の組織 ・企業が連携 して形成する有期の組織である。参加

組織 ・企業にとつてプロジェクトは,自 らの組織内部で自

己完結する部分集合ではなく,あ る意味では外的な組織体

である。図 1の 大線枠内で示される企業のENISの スコー

プには,各 サイ トのプロジェクト組織全ては包含され得な

い。参加組織 ・企業がもつ Bパ は,プ ロジェク トにおけ

る環境マネジメントとは関連は持ちうるが,他 の参加組

織 ・企業がもつ EMSと 整合 しない可能性 もあ り,図 2に

示すような枠組を勘案するならば,参 加する特定の組織や

企業のEMSが プロジェク トの環境マネジメントの枠組を
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決めるのは必ずしも一般的ではないと考えられる。

加えて,プ ロジェクトは個別性が強く,著 しい環境側面

も異なる。プロジェク トに参加する特定企業が一般的にも

つ環境方針を援用するよりも,プ ロジェクトの個別条件を

勘案して,プ ロジェクト別に環境方針を定める方が,建 設

分野全体の環境パフォーマンスを改善する観点からはより

合理的であるとも考えられる。

(財)日 本規格協会によれば,2000年 11月末時点で272
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件の総合建設業のサイ ト及び60件 の設備工事業のサイ ト

が IS0 14001の審査登録を取得 している。 しか しながら,

上記の理由から,建 設にかかわる環境影響を包括的に軽減

してい くには,企 業ベ ースでの EMS構 築 に加 えて,

IS0 14001の適用対象外である有期の組織が運営するプロ

ジェク トベァスのEMSを 構築 していく必要がある。本稿

は,以 上のような認識に基づ き,プ ロジェク トベースの

EMSの 基本的な概念を,先 行事例の分析を踏まえて検討

し,整 理 したものである。

2ロセコン ド・セバン橋建設プロジェク トにおける EMS

構築時例

表 1に事業概要を示すセコンド・セバン ・クロッシング

(以下,セ コンド・セバン橋 と表記)は ,プ ロジェク トベ

ースのEMSが 構築された先行事例 として著名である。セ

コンド・セバン橋は,イ ングランドとウェールズを結ぶ全

爆5,126mの斜張橋であり,1996年6月5日に開通した。
プロジェクトは,生 態系 ・歴史的遺稿 ・農業の観点からみ

て微妙かつ複雑な環境条件におかれていた。そのため,プ
ロジェク ト遂行に伴 う環境影響を低減 し,利 害関係者

(Intcrestd Parties)の理解 を得て係争を回避することが,

プロジェク トの成否を握っていた。以下に1997年に筆者

らが現地調査をもとに把握 した同プロジェク トにおける

EMSの 概要を紹介する。

2.1 環境リエゾンオフィサーの任命

セコンド・セバン橋建設プロジェク トは,特 定目的会社

が政府から事業許可 (Concession)を得て,自 らの資金調

達 に よ り施 設 を建 設 し運 営 す る PFI(Private Finance

lnidative)によるはじめての大規模 プロジェク トで もあ

る。特定目的会社セバン ・リバー ・クロシング会社は,建

設会社 LAING社 及びGTM社 ,Bank of America,BZW社 が

表 1 セ コンド・セブン ・クロッシングの事業概要
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出資 して設立された。建設工事は特定目的会社からLAING

社 とGTM社 によるJV(JOint vcnture)に発注 された。

このプロジェク トにおけるEMSの 構築及び運用 にあた

った担当者 は,環 境問題 も兼任するLAING社 の安全 ・品

質マネージャーと,Laing―GTNIIのJVか ら委託 された環境

リエゾンオフィサー
(Environmcntal Liaison Officer)であ

る。環境 リエゾンオフィサーの任務は,下 記の 目的のため

現場 に常駐 して環境側面 にかかわる利害関係者 と交渉する

ことであった。

(1)施 工活動 による環境の破壊 を最小限に抑制する

(2)周 辺環境が着工前 に可能な限 り近い状態に復元 される

ようにする

(3)近 隣住民に対応する。

環境リエゾンオフィサーは,事業者傾1からシニア ・マネ

ジメント(通常のマネージャーよりも強い権限をもつ地位)

の地位を与えられていながらも,その建設にかかわる業務

には関与せず,橋梁の施工に関して環境影響を軽減する立

場から,設計 ・施工関係者に種々の助言や指示をした。こ

のような環境警察的な業務は 現場の工事関係者による反

発すら招くことになったが,逆 に,その第三者的な立場は,

行政や近隣住民を含む利害関係者からの信頼を醸成するう

えで重要な素地となった。その結果,計画段階のアセスメ

ントも含め,環境リエゾンオフィサーの関与する政府や自

治体への報告,及 び環境にかかわるPRの 内容は,公正で

透明性の高いものとして利害関係者にうけとられることに

なり,プ ロジェクトの環境側面にかかわるアカウンタビリ

ティを高めることになった。

2.2 プロジェクトのEMSの 手順

このプロジェクトでは,次 のような手順で環境マネジメ

ントシステムが構築された。

(1)初期環境調査

環境マネジメントのスコープに含めるべき表2に示すよ

うな環境条件が把握された。

(2)16項 目からなる環境ステートメントの作成 ・公表

(3)手順書の作成

以下の事項について環境保全の手順が文書化された。

a。騒音及び振動の管理

b.建 設廃材の処理

c。汚染の発生に関する緊急対応

d。上記の16項 目に関する監視 。検査

(4)手順書の実行

(5)環境リエゾンオフィサー ・安全 ・品質マネージャーに

よる環境監査及びモニタリング

(6)状況に応 じた環境ステートメントの改訂

例えば,当 初の計画ではアスファルトを購入する予定だ

つたが,現 場加工の製品 (パーマック)の 方が環境影響が

低いと考えられたので,環 境ステートメントの内容を変更

工事期間

総工費
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表2 セ コンド・セブン・クロッシングにおける環境条件

爾 は潮の干満の差が16mあり、塩分を含んだ
湿地帯や千潟 (3種類)があるため、特徴のあ

る動植物の生息地となつてぃる。

特に、潮の干満で海面下や海面上を繰り返す

状況に生息するソルトマッシュという植物には

希少価値がある。

11～3月にかけて越冬する鳥が 80,000万羽程

であり、そのうち9種類は世界的に珍鳥と認め

られている。

三種の干潟のうち、マッドフラット、マッドマッシ

ュの部分には鳥が生息しており、砂利の部分

にはイールグラスが生息している。

5.ラ ムザー条約による保護区域であると同時に、

EUの HABITATに よつても保護地域に指定さ

れている。

6。橋のアプローチが建設されるグランツという地域

には、ローマ人による土の防波堤の歴史的遺

構が埋立地内に存在している。

7,農 地のうち約 25haに ついては、昆虫や植物を

保護するため、その水量と水質を一定に保つ

必要がある。

した (但,当局の承認が得ら4ず,現場加工の製品の方が

多少高価だったため再々改訂した)。

2.3 環境監査と当局による規制との関連

環境監査の対象事項のうち 「汚染」,「廃棄物」,「河川」,

「海」については,生 態学の博士の学位をもった南ウエー

ルズ郡 (Country Side Council South Wales)の専門家による

監査,及 び環境省の監査を受け,両 者の承認を受けないと

工事が継続できないという規制が設けられた。環境監査の

対象事項のうち 「騒音」については,測 定が比較的簡単な

ことから,違 反の場合 1日につき£20,000の罰金がかかる

というルールのもとに,環 境リエゾンオフイサーによる監

査に委ねられた。以上のような規制 ・ルールに加えて,前

述のように,環 境リエゾンオフイサーが第三者的な立場に

あったことから,政 府の環境チァムはその環境監査の結果

が信頼のおけるものと評価した。

2.3 モニタリング

エ事期間及び竣工後に以下のような項目について定期的

なモニタリングが行われた。

(1)グ エント・レベル地区の農業用水路 15ケ所における

植生,水 質,水 量.

建設前の植生,水質,水量に関するデータと比較しその変

動を監視した。なお。植生,水質,水量保全のため建設作業

所の排水が農業用水路に混入しないように水路を設定した.

(2)河岸から1.51mの位置におけるイールグラスの生え

ている境界線の位置

イールグラスは泥地には生息しないため,境 界線位置の

変動は泥の集積状況を表していることになる。モニタリン
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グの結果,施 工の進捗とともに,川 の流路と泥の位置が変

化したことが判明した。これは仮設のプラットホーム (足

場)の 影響によるものであつた。加えて,砂 利の部分が消

失 し30%の イールグラスが失われた。プラットホーム

(足場)が 無 くなれば元に復元するという予測のもとに,

竣工後もイールグラスの位置が継続的に測定された。

(3)越冬するJ鳥の数

工事前,施 工中,竣 工後にプロジェクト敷地付近で越冬

する鳥の数を測定した。

(4)騒音レベル

陸上工事は近隣を配慮して時間制限されたが,河 川工事

については,潮 の干満に配慮し,昼 夜を通して施工された。

騒音レベルは規制値以下の60～ 73 dB(A)で 推移した。

(5)大気中の砂埃

吸引装置を東西南北に設置して砂埃の変化を測定した。

2.4 具体的な環境対策例

構築されたENISに基づき,下 記に例示するような環境

対策がとられた。

(1)作業所で用いるデイーゼルオイル及び各種オイルのタ

ンクのまわりに囲いを作ったうえでドレインを設けて

漏出防止した。

(2)道路用の接着剤には体内に入ると有害性のあるものも

含まれているため,こ れらの空容器を有害性のあるも

のと無害なものに分別したうえで回収した。

(3)橋 の基礎工事で発生するコンクリート殻を,再 利用に

供するように作業所内で細かく砕いたうえで売却し

た。

2.4 環境対策関連費用

セコンド・セバン橋建設の総工費約600億円のうち環境

対策関連費用が占める割合は0.03%で あつた。環境リエ

ゾンオフイサーヘの委託契約期間は4年 間であり,加 えて

竣工後モニタリング業務が委託された。

2.5 プロジェクトの位置づけ

セコンド・ゼバン橋が建設された期間は,BS 7750が公

表 (1992年)さ れ,そ れを雛形に環境マネジメントシス

テム規格IS0 14001が審議され発効 (1996年)に至った期

間と重複する。聞取 り調査 によれば,こ のプロジェク トに

おけるEMSを 構築するにあたつて BS 7750及び IS0 14001

の要求事項が参考にされたとのことである。但,2000年

末時点でIS0 14000の審査登録はLaing社では完了してお

らず,Laing社及びグループ企業は,全 ての業務部門及び

工事現場においてIS0 14001に適合するEMSを 構築しよ

うと準備中である。すなわち,Laing社 においては,

Iso 14001の適用対象外である有期のプロジェクトにおけ

るEMS構 築が先行 し,相 当期間経過してから,企 業とし

てのEMSの 審査登録をしようとしている。日本の建設企

業におけるEMS構 築 ・審査登録が過去5年間で急速かつ
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大量に行われたのとは対照的である。1996年に,(財 )住

宅建築省エネルギー機構 ・EMS研 究会がアラップ社に委

託 して行った欧州の建設産業における環境マネジメントの

現状調査 (文献 3)及 び欧州調査 (文献 4)に おいても,

欧州の建設企業がプロジェク トベースでのBぷ 構築に熱

心に取 り組んではいるが,Iso 14001の 認証取得には懐疑

的であるという傾向がみられ,Laing社 の状況が例外的で

はないと推察される。英国など欧州の建設企業においては,

まずプロジェクト別にENISが構築されたうえで,そ こで

得 られた経験をもとに企業 としてのEMSが 構築される経

緯を辿った夕Jが少なからずあると思われる。

3.国 内におけるプロジェク トベース EMS構 築例

日本国内においても,プ ロジェク トベースでのEMS構

築の試みがなされはじめている (例えば文献 6)。これら

の先行例に共通するのは,以 下のような点である。

(1)プ ロジェク トベースでのEMSの 構築には,発 注者の

( 2 )

( 3 )

( 4 )

( 5 )

強いイニシアティブが働ぃている。

発注者が輸出産業のセクターである。

発注者は既に企業としてのENIISを構築し,そ の事業活

動の大半のサイ トでIso 14001の認証を取得 している。

設計 ・施工 を受注 した設計事務所 。建設会社 も,

IS0 14001の認証を取得 している。

図3に例示するように,発 注者は一般的な動機づけに

加えてプロジェクトに固有の動機づけを持っている.

これはプロジェクトの潜在的な環境リスクや,事 業展

開上でのプロジェクトの位置づけについて,企 業が敏

感であることを反映していると想像される。

プロジェク トヘの参加企業のEMSが 雛形 となってプロ

ジェク トベースでのEMSが 構築される場合,発 注者のイ
ニシアテイブがあるにせよ,発 注者企業のEMSが もつ環

境パフォーマンスのインジケーターと設計事務所や建設会

社のインジケーターが,そ の評価方法も含めて一致すると

は限らない。そのため,こ れらの先行事例では,参 加企業

の間で,環 境パフォーマンスの測定方法についての調整が

なされているのが通例である。表 3は ,発 注者 と設計 。施

工を受注 した建設会社 との協議を経て決定 した環境監査に

おけるチェック項 目例である。監査は,発 注者であるB社

のプロジェクト推進担当,環 境部門,フ ァシリテイー部門

及び請負会社プロジェク トマネジャ (PM)等 によって組

織された環境委員会によって行われている。他の国内の先

行事例においても,ENISの 母体 として関係者による 「委

員会」が構成されることが多い。

4ロプロジェク トベースの EMSの 一般的モデル

4.1 プ ロジェク トベースの EMSに おける共通業務

以上のように英国及び日本では,対 照的な経緯を辿 りな

22
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プロジェクトに固有の動機付け

1.敷 地立地に起因する地域環境保全ニーズ

2.環 境紛争による工事の遅延の回避 (操業開

始時期が決定済み)
3.環 境対策委員会方式による監査と是正措置

の業務を試行 したいこと

4.環 境配慮型ファシリテイマネジメントのノ

ウハウを今後の建設プロジェクトに水平展

開したいこと

図3 B社 が工場建設プロジェクトにおいてEMS構 築すつる動機
づけ (関係者への聞取 り調査による)

表3 建 設プロジェクトにおける環境監査チェック項目 (B社に
おける例)

がら,プ ロジェク トベースでのEMSが 構築されはじめて

いる。これらの先行事例に共通してみられるのは,次 のよ

うな業務である。

(1)プ ロジェクトの目的 ・制約条件に関する共通理解の醸成。

(2)プ ロジェクトの環境側面を把握するための初期環境調査.

(3)跡 4S構 築のための組織化 (例 環 境 リエゾンオフィ

サーの任命,プ ロジェクト参加組織で構成される 「委

員会」の設立など)

(4)プ ロジェクト参加組織のEMSに おける環境方針や環

境パフォーマンスインジケーターについての相互理解

と調整.

(5)マ ネジメント・スコープの確認 。決定

(6)環境ステーッメント (声明)の 決定 。公表

一般的な動機付け

1.環 境配慮による企業イメージの向上

2.省 エネルギー
,省 資源の推進

3。製品にかかわるLCAの 低減

4.環 境関連法令の遵守

5。環境 リスクのマネジメント

1.環境声明の掲示確認0担当者の認識確認
1-1)環 境関連法規の遵守
1-2)地 方自治体の条例の遵守
1-3)B社 と地域住民との協定の遵守
1-4)利 害関係者からの環境情報の伝達

2.危険物の取扱い

3.建 築副産物の分別処理(コンクリート、アスファルト、
金属屑、紙屑、木屑、ALC、ロックウール、石膏ボ
ード他、ガラス屑、陶磁器屑)
3-1)マ ニュフェスト管理
3-2)ぽ 当たりの発生総量の把握
3-2)リサイクル量(率)の把握

4.作 業騒音、作業振動
5.工事排水(アルカリ排水)
6。有機溶剤の保管、使用方法(工事区分別)
7.工事車輛の運行(アイドリングストップなど)
8.既存建物における有害物管理
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(7)EMSに おける責任権限の定義

(8)管 理対象項 目についての手順書の作成

(9)環 境マネジメント業務の実施

(10)モニタリング

(11)プロジエク ト参加組織間のコミュニケーシヨン (教

育 ・助言 ・指示)

(10監査 (内部監査及び第三者による監査)

(10環境ステーツメントの改訂

(10 PR活動,利 害関係者とのコミュニケーシヨン及び情

報公開

これらの業務のうち,企 業ベースでのEMSに は見られ

ない特徴的な業務は,上 記 (4)の 相互理解 と調整 と,

(11)参加組織間のコミュニケーシヨンである。またプロ

ジェクト特有の環境側面を反映し,(6)の 環境ステートメ

ントは,企 業ベースのEMSに おける環境方針よりも,具

体的な内容をもつ。

4.2 プロジェクト参加組織の相互理解 ・調整

プロジェクトベースのEMSで 用いられる環境パフオー

マンスは下言己のように分類される.

(1)参加組織のEMSに 共通する環境パフオーマンス

(2)イニシアテイブをとる組織が設定する環境パフォーマ

ンス

(3)プ ロジエクトに固有な条件を勘案 して設定される環境

パフォーマンス

参加組織間で環境パフオーマンスの概念の理解 をはか

り,そ の測定方法を調整をするためには,意 志決定の仕組

みをプロジェク ト組織が内包する必要がある。環境 リエゾ

ンオフイサー方式は意志決定する仕組みを内包 していると

考えるが,日 本の先行事例でみられる 「委員会」方式はこ

の点に関しては曖味さを持っていると思われる。

4.3 参加組織間のコミュニケーシヨン

図 4は プロジエク トベースでのEMSに おける参加組織

_in常 の受発注関係による情報の流れ

プロジェクトベースのEMSに おける関係主体間の情報の一

般的な流れ
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を含む関係主体間の情報の流れを一般的に示 したものであ

る。これらの情報が円滑に流れるならば,mlsは 有効に

機能すると考えられるが,も し,こ れらの流れのいずれか

に離離が生 じれば,EMSの 目的を達成することが困難に

なる。従って,プ ロジェクトベースでのEMSで は,ENIIS

の意志決定の要 となる環境 リエゾンオフイサーもしくは

「委員会」 と,関 係各主体間の情報のや りとりに関 して,

その手段 ・方法 ・責任などを予め取 り決めシステム化する

ことがその成否を決める重要なポイントとなると考えられ

る。

5口結    語

以上,筆 者らが調査などによつて入手した情報をもとに,

プロジェク トベースのEMSの 基本概念を整理 した。建設

プロジェクトをはじめとするプロジェタトベースでの経済

活動において,本 稿で述べた基本概念をひろく適用 してい

くためには,次 のような課題について,よ り具体的な検討

が必要である.

(1)意 志決定及び情報のやりとりの仕組み

(2)評 価や監査における第三者性の確保方法

(3)EMSの 実施に要する経費の分担の仕組み

なお,本 稿で整理 したEMSの 基本概念は,環 境アセス

メントと重複する内容を持っている。しかしながら,各 種

経営資源の配分などプロジェクトを運営する上での能動的

な側面もプ■ジェク トベースのEMSが 含んでいる点にお

いて,環 境アセスメントとは別概念であると筆者らは考え

ている。

(2001年1月31日受理)
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ぐ=〉透明性の高い情報交換
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